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１．調査概要 

 

（１）背景・目的 

昨今の中小企業経営においては、新事業・新商品開発、新たな販売チャネルの獲得、IT・DX化、事

業承継等の様々な経営課題について、社内で対応できる人材を確保しているケースは少なく、専門人材

の確保が急務となっている。 

その中で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響（以下、コロナ禍）によるリモートワークの進展や

大企業による副業の解禁等が、大企業の従業員やフリーランス等の働き方に新たな選択肢をもたらし、

中小企業における副業・兼業人材の活用が注目されている。 

 副業・兼業を取り巻く社会状況は、コロナ禍により大きく変化しており、コロナ禍で副業・兼業に取

り組む人材が急速に増加している。 

コロナ禍の前は、700万人台で推移していた副業・兼業人材だが、コロナ禍により 2021年には 800

万人台へ急増している。また、副業・兼業の契機について、コロナ禍が関係しているという声は約 4割

もあり、コロナ禍が収束した後も、約 9割が副業・兼業を継続する意向を示している。【図表 1】 

 

【図表１】コロナ禍により副業・兼業の普及 
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こうした社会的背景をふまえ、本調査では、企業成長につながる中小企業の副業・兼業人材活用促進

を目的に、企業に対する「新しい関わり方」が生み出すイノベーションの具体的事例を因数分解するこ

とで、産業支援策として普及させるための「乗り越えるべき壁」、イノベーションに繋げるための「支

援の在り方」について検討を行った。 

また、副業・兼業で生み出された成果物に関する知的財産権を含めた権利関係における専門的視座も

非常に重要なポイントとなることから、本調査においては、 副業・兼業人材の中小企業での活用促進

に向けた知的財産に係る課題についても明らかにした。 

 

（２）研究会開催概要 

 本調査では、副業・兼業に関する専門的知見を有する学識者や専門家による研究会を 1回開催した。

研究会の概要は以下のとおりである。【図表 2】 

 

【図表２】研究会開催概要 
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２．副業・兼業（越境）の定義 

 

 研究会においては、副業・兼業人材を受け入れる「受入企業」、副業・兼業を行う「人材」、そして、

人材を送り出す「送出企業」という 3つの視点をふまえた整理を行った。 

また、副業・兼業の社会への普及・拡大には、人材が送出企業と受入企業の間を自由に「越境」する

ことがポイントであるという仮説に基づき、議論を行った。なお、研究会では、「越境する」という行

為、また、それを行う「越境人材」の定義は以下のように設定している。【図表 3】 

 

【図表３】副業・兼業（越境）の定義 

 

 

 越境人材については、年齢層や関わり方など様々なバリエーションが想定される。近年では 20代な

ど若年層の越境人材も増加しているが、研究会に先立って実施したヒアリング調査の対象者属性も勘案

して、ここでは「副業・兼業以外に本業を持つミドル～シニア層」と定義している。 
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 研究会においては、 

・企業と人材が「越境」することによる成長サイクルが存在 

・受入企業・人材・送出企業の 3者の視点から副業・兼業を捉えることが重要 

と仮定して議論を行った。こうした受入企業・人材・送出企業の 3者の関係性については、副業・兼業

における「三位一体」エコシステムと呼ぶこととする。【図表 4】 

 

【図表４】研究会での視点：「三位一体」エコシステム 
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３．副業・兼業の各ステージにおける状況と乗り越えるべき壁（課題） 

 

 コロナ禍を契機として、副業・兼業の社会への普及・拡大が見られるものの、現状はまだその初期段

階という位置付けにある。そのため、副業・兼業のさらなる普及・拡大に向けては、段階（ステージ）

に応じた状況や課題の整理が必要となる。 

 また、副業・兼業に係る成果物の知的財産権等の権利関係についても、現状ではそれほど多くのトラ

ブルや係争事案を引き起こしてはいないものの、将来的には副業・兼業の普及・拡大による、リスク・

トラブルの増加が予測されることから、副業・兼業の「社会への普及・拡大」と「リスク・トラブルの

低減」を両立することが必要となってくる。【図表 5】 

 

【図表５】ステージ別の状況と課題整理の必要性 
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（１） 初期段階 

① 現状 

   初期段階では、一部の受入企業・人材・送出企業を中心に副業・兼業人材の活用が進展してお

り、一度活用した受入企業は何度もリピートするなど、状況には違いが見られる。また、送出企業

側も大手企業を中心に副業・兼業に関するルールメイキングが進展し、徐々に解禁されつつある

が、解禁はしたものの運用実態が伴わないケースも少なくない。 

 一方、成果物の知的財産権等の権利関係に関するトラブルやリスクは、まだそれほど顕在化して

いないこともあり、受入企業側も人材側もプラットフォーマー（人材紹介会社等）が作成した契約

書のひな形に依拠するのみで、契約リスクはあまり認知されていないといった状況にある。 

【図表 6】 

 

【図表６】初期段階の現状 
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② 課題 

初期段階における課題は、受入企業・人材・送出企業のそれぞれに存在するが、特に受入企業側

に多くの課題が存在している。副業・兼業人材を活用する受入企業の裾野を拡大する必要性を指摘

する声も聞かれた。 

研究会での議論もふまえて、課題を整理すると、以下のようになる。【図表 7、8】 

 

【図表７】研究会での主な意見 
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【図表８】初期段階の課題 

 

 

   初期段階での課題については、受入企業における副業・兼業人材を活用する上での心掛けや副

業・兼業人材に依頼する業務の切り出し（要件定義）をはじめ、多岐に渡っている。また、人材側

にも、受入企業に寄り添う視点や、大手企業のやり方をそのまま中小企業に持ち込まないといった

マインド面での課題がある。 

一方、送出企業については、副業・兼業に係るルールメイキングは完了したものの運用実績が伴

わないことも多く、人事部など管理側の職種が率先して副業・兼業に取り組むことが重要という声

も聞かれた。 

   なお、成果物の知的財産権等の権利関係については、受入企業と副業・兼業人材のマッチングを

担うプラットフォーマーの契約ひな形に依拠しており、権利関係については不明確なケースも多

い。そのため、リスクとして認知されていない可能性も存在する。 
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（２） 成熟期に向けて 

① 想定される状況 

   成熟期には、人材の信頼性の担保、成果物の知的財産権等の権利関係がシビアになることが予想

される。 

受入企業での副業・兼業人材の拡大に向けては、その人材の過去実績やスキル、パフォーマンス

を通じた信頼性をどう担保するか、という視点が重要になってくる。また、人材側も過去実績やス

キル、パーソナリティなどを積極的に PRすることが求められるとともに、社会全体として副業・

兼業人材への客観的な「評価」や副業・兼業人材の信頼性を担保する「仕組みづくり」も必要とな

ってくる。 

また、送出企業においても、スタッフの成長機会や社外の多様なノウハウ吸収を目的として、副

業・兼業を解禁する企業がさらに増加することが予想される。 

   一方、こうした副業・兼業のさらなる普及・拡大は、企業と人材の間で様々な契約関係が生じる

ため、知的財産権等の権利関係におけるリスクが顕在化する恐れもある。そのため、副業・兼業の

さらなる普及・拡大とリスク低減に向けた取組の両立が求められるようになる。【図表 9】 

 

【図表９】想定される状況 
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② 想定される課題 

   成熟期に向けては、前述した人材の信頼性を担保する仕組み（社会的なエコシステムの構築）と

権利関係（知的財産権等）のトラブル・リスク増大への対応が必要になると想定される。研究会で

の議論もふまえて整理すると、以下のようになる。【図表 10、11】 

 

【図表１０】研究会での主な意見 
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【図表１１】想定される課題 

 

 

成熟期に向けて想定される課題等について、受入企業では、副業・兼業人材に依頼する業務の切

り出しやさらなる明確化が求められる一方で、依頼する業務や内容に応じた人材とのマッチングや

信頼性の担保の視点も重要になる。その点においては、地域金融機関やプラットフォーマー等との

連携により、受入企業が望む副業・兼業人材との出会いを創出していく必要性がある。 

また、送出企業においては、スタッフの成長機会や社外の多様なノウハウ吸収を目的とした副

業・兼業のさらなる促進に向けて、ルールメイキングだけでなく、実態の伴う運用を促進していく

必要がある。 

   一方、成果物の知的財産権等の権利関係については、初期段階とは異なり、今後増大すると見込

まれるリスクへの対応が必要となる。成果物に関する権利関係を契約書等において明確化すること

はもとより、依頼する業務内容に応じた多様な契約内容の準備等が必要となってくる。研究会での

議論においても、副業・兼業には契約関係がシビアなものから、比較的に緩やかなものまで多種多

様な形があるが、これまでの副業・兼業の議論は、こうしたグラデーションを意識した議論にはな

っていないという指摘もあった。また、副業・兼業の内容によって権利関係の扱いには濃淡が存在

するため、濃淡に応じた契約書のバリエーションやひな形の必要性も指摘されている。 

  

 

  



12 

 

４．副業・兼業の拡大に向けた支援の在り方 

 

これまで見てきたように、初期段階から成熟期に向けて、副業・兼業を取り巻く状況や課題には大き

な違いが見られる。そのため、副業・兼業の拡大に向けた支援の在り方については、副業・兼業の普

及・拡大とリスク対応の両面から、かつ段階に応じた方策を検討する必要がある。研究会での議論等を

ふまえて、主に受入企業への支援策を想定して整理すると、以下のようになる。【図表 12】 

 

【図表１２】段階に応じた支援の在り方 

 

 

 初期段階においては、副業・兼業人材活用への認知度向上が必要であり、副業・兼業人材というオプ

ションへの認知や他のソリューションとの特徴・違いの明確化が必要になる。また、受入企業と近い関

係にある各種支援機関などから受入企業に対し、副業・兼業人材活用について提案することも有効であ

る。一方、リスク対応の面においては、受入企業等に対して、副業・兼業に係る成果物の知的財産権等

の権利関係やリスク等に関する情報提供・注意喚起も必要となる。 

 成熟期に向けては、普及・拡大面において、副業・兼業の社会的エコシステムの構築が必要となる。

受入企業・人材・送出企業の三位一体エコシステムにより、社会に副業・兼業が普及・拡大するスキー

ムづくり（信頼性の担保等）が必要となる。こうしたエコシステムの構築に向けては、支援機関やプラ

ットフォーマーなど、多様なプレイヤーとの連携も求められる。一方、リスク対応の面においては、副

業・兼業に係る契約書等のひな形の整備などが求められる。 
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ただし、ひな形の整備については、中立性をどう担保するかが課題となる。誰の立場でどういったメ

ッセージを込めて契約書を書くかで、契約書のテイストは大きく異なるため、その要否も含めて、慎重

に議論を進める必要がある。 

今後、副業・兼業人材（越境人材）が中小企業をはじめとするあらゆる場所で活躍し、大企業におい

ても中小企業においても、自社の人材成長やイノベーション創出のために副業・兼業人材（越境人材）

を活用すること（越境すること）が当たり前となる社会を目指していく上では、特に、「契約リスクの

周知・見える化」や「副業・兼業の社会的エコシステム（三位一体「越境エコシステム」）の構築」が

求められる。 

 

 契約リスクの周知・見える化 

研究会での議論では、副業・兼業には契約関係がシビアなものから、比較的に緩やかなものまで多種

多様であるものの、これまでの副業・兼業の議論は、こうしたグラデーションを意識した議論にはなっ

ておらず、業務や契約内容によるリスクの違いを考慮すべきという意見が多数あった。また、人材側に

も成果物の知的財産権等の権利関係への意識の濃淡があるが、将来的には濃淡に応じた契約書の整備が

必要となってくる。【図表 13、14】 

 

【図表１３】契約リスクの周知・見える化 
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【図表１４】契約リスクに係る主な意見（研究会） 
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 三位一体「越境」エコシステムの構築 

受入企業・越境人材・送出企業の 3つによるエコシステムが機能し「越境」が当たり前になる時代

を見据えた準備が必要となる。受入企業・越境人材・送出企業に加えて、それらを支援する各種支援

機関やプラットフォーマーが間に入ることで、受入企業と送出企業の裾野拡大を同時に進めていく必

要がある。 

  このようなエコシステムの構築に向けては、国や自治体だけでなく、地域金融機関等の支援機関や

プラットフォーマー等の多様なプレイヤーが連携し、信頼性を担保する仕組み作りや契約書等の整備・

拡充を進めることが求められる。【図表 15】 

 

【図表１５】三位一体「越境」エコシステム 
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